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                                         ポイント 

 - 1 - 

公的年金財政状況報告 －令和２(2020)年度－ （ポイント） 

１ 単年度収支状況 

令和２(2020)年度の公的年金制度全体の単年度収支状況は、以下のとおりである。 

単年度収支状況は、年金数理部会が公的年金財政状況を制度横断的に比較・分析し

ているものである。賦課方式を基本とする財政運営が行われていることを踏まえ、財

政収支状況を「運用損益分を除いた単年度収支残」1と「運用損益」に分けて分析して

いる。公的年金制度全体でみると、収入面では、保険料収入が 38.6 兆円、国庫・公経

済負担が 13.2 兆円等であり、運用損益分を除いた単年度の収入総額は 52.5 兆円とな

っている。支出面では、年金給付費が 53.4 兆円であり、支出総額は 53.7 兆円となっ

ている。この結果、運用損益分を除いた単年度収支残は 1.2 兆円のマイナスとなって

いる。 

また、運用損益は、国内外の株価が大幅に上昇したことから、時価ベースで 44.5兆

円のプラスとなっている。 

これらの結果、公的年金制度全体の時価ベースの年度末積立金は前年度末に比べ

43.3兆円増加し 233.9兆円となった(図表１、本文図表 2-3-2) 。 

図表１ 単年度収支状況 ―令和２(2020)年度― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
1 収入については「運用損益」並びに国民年金（国民年金勘定）及び国民年金（基礎年金勘定）の「積立
金より受入」を除き、支出については国共済及び地共済の「有価証券売却損等」を「その他」から除い
て算出している。 

厚生年金

計 国民年金勘定 基礎年金勘定

億円 億円 億円 億円

前年度末積立金（㋐） 時価ベース 1,782,686  85,232 37,281 1,905,199 

 総額 498,137  34,090 249,757 525,271 

（再掲）保険料収入 372,802  13,365 ・ 386,168 

（再掲）国庫・公経済負担 113,305  18,308 ・ 131,613 

（再掲）基礎年金交付金 4,680  2,370 ・ ・ 

（再掲）基礎年金拠出金収入 ・ ・ 249,663 ・ 

 総額 511,980  36,604 245,106 536,977 

（再掲）給付費 292,067  3,491 238,053 533,612 

（再掲）基礎年金拠出金 217,735  31,928 ・ ・ 

（再掲）基礎年金相当給付費 (基礎年金交付金) ・ ・ 7,050 ・ 

運用損益分を除いた単年度収支残(㋑) △13,844  △2,514 4,651 △11,706 

運用損益（㋒） 時価ベース 424,373  20,489 10 444,873 

その他（㋓） 時価ベース 206  52 - 258 

年度末積立金（㋐＋㋑＋㋒＋㋓） 時価ベース 2,193,421  103,259 41,942 2,338,623 

年度末積立金の対前年度増減額 時価ベース 410,735  18,028 4,661 433,424 

注1

注2
注3

厚生年金計及び公的年金制度全体には、厚生年金基金が代行している部分を含まない。

厚生年金計は、厚生年金全体としての財政収支状況をとらえるため、厚生年金実施機関間でのやりとりを収入・支出両面から除いている。また、公的年金制度全体は、同様に、公的年
金制度内でのやりとり（基礎年金拠出金・基礎年金交付金）を収入・支出両面から除いている。

「その他（㋓）」に計上している額は、厚生年金勘定及び国民年金（国民年金勘定）の「業務勘定から積立金への繰入れ」である。

区　分
国民年金 公的年金

制度全体

収
　
入

（

単
年
度
）

支
　
出

（

単
年
度
）
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２ 被保険者数 

令和２(2020)年度末の被保険者数は、厚生年金が 4,513万人（うち短時間労働者 53

万人、厚生年金に占める割合は 1.2％）、国民年金第１号被保険者が 1,449万人、国民

年金第３号被保険者が 793 万人で、公的年金制度全体では 6,756 万人であった。厚生

年金の被保険者が増加したものの、国民年金第１号被保険者及び国民年金第３号被保

険者が減少したため、公的年金制度全体では 0.1％の減少と、５年ぶりの減少となった。 

厚生年金被保険者は増加している一方、国民年金第１号被保険者及び国民年金第３

号被保険者は減少が続いているのは、生産年齢人口が減少する中で被用者化が進み、

国民年金第１号被保険者及び国民年金第３号被保険者から厚生年金被保険者にシフト

している影響と考えられる。 

厚生年金の被保険者数の増加率は 0.6％であり、このうち短時間労働者を除いた被

保険者数の増加率は 0.4％、短時間労働者の被保険者数の増加率は 12.3％2であった。

短時間労働者は平成 28(2016)年度末の 29 万人から増加が続き、令和２(2020)年度末

は 53万人となっている（本文図表 2-1-1）。 

 厚生年金の被保険者の年齢分布についてみると、厚生年金計の男性では、最も被保

険者数が多い年齢階級が 10年前は 35～39歳、5年前は 40～44歳、令和２(2020)年度

末では 45～49 歳にシフトしている（団塊ジュニア世代）。厚生年金計の女性では、15

～19歳を除き被保険者数が増加している。厚生年金計のうち短時間労働者については、

前年度末に比べ、男女ともに 15～19歳を除き被保険者が増加している（図表２、本文

図表 2-1-6）。 

図表２ 厚生年金被保険者の年齢分布の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
2 男性の短時間労働者数は 6.6％増加、女性の短時間労働者数は 14.4％増加しており、女性の短時間労働
者数の増加が大きい。 
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３ 令和元(2019)年財政検証との比較 

令和２(2020)年度までの実績と令和元(2019)年財政検証の前提や将来見通しを比較

することにより、以下のことが確認された。 

 

 国民年金第１号被保険者が減少し厚生年金被保険者となる傾向が財政検証の見通し

を上回って進んでいることが確認されたが、こうしたことが今後も起これば国民年金

の持続可能性を高め、基礎年金の給付水準の低下抑制に寄与する可能性もある（本文

3-2-14参照）。 

 

 また、令和元(2019)、令和２(2020)年の合計特殊出生率は、平成 29(2017)年人口推

計における出生中位と出生低位の仮定値の中間に位置していることが確認され（本文

図表 3-2-1）、令和２(2020)年度の保険料収入は将来見通しを下回る水準であったこと

が確認された。 

 これらの将来見通しからの乖離が、新型コロナウイルス感染症等の影響もあると考

えられる一時的に発生したものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与え

る影響3は大きなものとなる。 

 

年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれる

ことなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。 

                         
3 令和元(2019)年財政検証によれば、出生低位・死亡中位の場合、いずれの経済前提のケースでも所得代
替率が 50％を下回る将来見通し（ケースⅠで 49.2％（2048年度以降）、ケースⅢで 47.8％（2049年度
以降）、ケースⅤで 39.7％（2068年度以降））が示されている。 
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0
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

厚
生

年
金

計

女
性

男
性

３
．

被
保

険
者

の
年

齢
分

布
の

変
化

（
厚

生
年

金
計

）

○
厚

生
年

金
計

の
男

性
で

は
、

最
も

被
保

険
者

数
が

多
い

年
齢

階
級

が
10

年
前

は
35

～
39

歳
、

5
年

前
は

40
～

4
4

歳
、

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
末

で
は

45
～

4
9歳

に
シ

フ
ト

（
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
）。

10
年

前
に

あ
っ

た
5
5～

59
歳

の
第

二
の

ピ
ー

ク
は

、
団

塊
世

代
の

引
退

に
伴

い
消

滅
。

厚
生

年
金

計
の

女
性

で
は

、
1
5～

19
歳

を
除

き
被

保
険

者
数

が
増

加
。

男
女

と
も

に
6
5
～

69
歳

の
被

保
険

者
数

が
こ

の
５

年
で

増
加

。
○

被
保

険
者

数
を

人
口

比
で

み
る

と
、

男
女

と
も

に
５

年
前

と
比

べ
、

全
て

の
年

齢
階

級
で

上
昇

。
65

～
6
9歳

で
は

こ
の

５
年

で
、

男
性

が
1
9.

7
％

か
ら

31
.0

％
に

、
女

性
が

7.
4％

か
ら

12
.6

％
に

な
っ

て
お

り
、

6
5
歳

以
上

の
雇

用
が

進
展

。

報
告

書

8
9
、

9
0
、

9
6
ペ

ー
ジ
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1
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5
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6
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7
0

8
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1
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9
2
0
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4
2
5
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9
3
0
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4
3
5
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9
4
0
-4
4
4
5
-4
9
5
0
-5
4
5
5
-5
9
6
0
-6
4
6
5
-6
9

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）
女

性
（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）
男

性
（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）
男

性
（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

総
人

口
比

（
％

）
厚

生
年

金
計

男
性

女
性
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1
5
-1
9
2
0
-2
4
2
5
-2
9
3
0
-3
4
3
5
-3
9
4
0
-4
4
4
5
-4
9
5
0
-5
4
5
5
-5
9
6
0
-6
4

6
5
-

男
性

（
令

和
元
(2
0
1
9
)年

度
末

）
女

性
（
令

和
元
(2
0
1
9
)年

度
末

）
男

性
（
平

成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

）
男

性
（
平

成
2
9
(2
0
1
7
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
9
(2
0
1
7
)年

度
末

）
男

性
（
平

成
2
8
(2
0
1
6
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
8
(2
0
1
6
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

厚
生

年
金

計
の

う
ち

短
時

間
労

働
者

４
．

被
保

険
者

の
年

齢
分

布
の

変
化

（
短

時
間

労
働

者
）

○
厚

生
年

金
計

の
う

ち
短

時
間

労
働

者
（
厚

生
年

金
に

占
め

る
割

合
は

1
.2

％
）
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

末
に

比
べ

、
男

女
と

も
に

1
5
～

1
9
歳

を
除

き
被

保
険

者
が

増
加

。
○

被
保

険
者

数
を

人
口

比
で

み
る

と
、

前
年

度
末

に
比

べ
、

男
女

と
も

に
1
5
～

1
9
歳

を
除

き
上

昇
。

報
告

書

8
9
、

9
1
、

9
6
ペ

ー
ジ

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

1
.2

1
.4

1
.6

1
5
-1
9
2
0
-2
4
2
5
-2
9
3
0
-3
4
3
5
-3
9
4
0
-4
4
4
5
-4
9
5
0
-5
4
5
5
-5
9
6
0
-6
4
6
5
-6
9

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
令

和
元
(2
0
1
9
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
9
(2
0
1
7
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
8
(2
0
1
6
)年

度
末

）

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
令

和
元
(2
0
1
9
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
9
(2
0
1
7
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
8
(2
0
1
6
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

総
人

口
比

（
％

）
厚

生
年

金
計

の
う

ち
短

時
間

労
働

者
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0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

6
0
-6
4

6
5
-

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

6
0
-6
4

6
5
-

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者

５
．

被
保

険
者

の
年

齢
分

布
の

変
化

（
国

民
年

金
第

１
号

）

○
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

で
は

、
団

塊
ジ

ュ
ニ

ア
世

代
の

シ
フ

ト
を

除
く
と

、
男

女
と

も
に

全
体

的
に

被
保

険
者

数
が

減
少

。
○

被
保

険
者

数
を

人
口

比
で

み
る

と
、

男
女

と
も

に
５

年
前

と
比

べ
、

全
て

の
年

齢
階

級
で

低
下

。

報
告

書

9
0
、

9
4
、

9
5
、

9
7
ペ

ー
ジ

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

6
0
-6
4

6
5
-6
9

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

総
人

口
比

（
％

）
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

6
0
-6
4

6
5
-6
9

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
総

人
口

比
（
％

）
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0

2
0
-2
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2
5
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9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（歳
）

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者
総

人
口

比
（％

）

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

国
民

年
金

第
３

号
被

保
険

者

６
．

被
保

険
者

の
年

齢
分

布
の

変
化

（
国

民
年

金
第

３
号

）

○
国

民
年

金
第

３
号

被
保

険
者

の
女

性
で

は
、

4
4
歳

以
下

の
被

保
険

者
数

の
減

少
が

著
し

い
。

○
被

保
険

者
数

を
人

口
比

で
み

る
と

、
男

性
は

５
年

前
か

ら
大

き
な

変
化

は
な

く
、

女
性

は
５

年
前

と
比

べ
、

全
て

の
年

齢
階

級
で

低
下

。

報
告

書

9
0
、

9
5
、

9
8
ペ

ー
ジ
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8.8

9.8

10.4

11

11.8

12.6

13.4

14.2

15

16

17

18

19

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

41

44

47

50

53

56

59

62

65

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
男

性
（令

和
2
(2
0
20
)年

度
末

）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
男

性
（令

和
元

(2
01
9
)年

度
末

）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
男

性
（平

成
3
0(
2
01
8)

年
度

末
）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
男

性
（平

成
2
9(
2
01
7)

年
度

末
）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
男

性
（平

成
2
8(
2
01
6)

年
度

末
）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
女

性
（令

和
2
(2
0
20
)年

度
末

）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
女

性
（令

和
元

(2
01
9
)年

度
末

）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
女

性
（平

成
3
0(
2
01
8)

年
度

末
）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
女

性
（平

成
2
9(
2
01
7)

年
度

末
）

短
時

間
労

働
者

（
第

１
号

被
保

険
者

）・
女

性
（平

成
2
8(
2
01
6)

年
度

末
）

被
保

険
者

数

（
万

人
）

第
１

号
被

保
険

者
（
民

間
被

用
者

）の
う

ち
短

時
間

労
働

者

男
性

女
性

標
準

報
酬

月
額

（
万

円
）

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

8.8

9.8
10.4

11

11.8

12.6

13.4

14.2

15
16

17

18

19

20

22

24
26

28

30

32

34

36

38

41

44

47

50

53
56

59

62

65

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

女
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

女
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

標
準

報
酬

月
額

（
万

円
）

被
保

険
者

数
（
万

人
）

厚
生

年
金

計

男
性

女
性

７
．

厚
生

年
金

の
標

準
報

酬
月

額
別

被
保

険
者

の
分

布

○
厚

生
年

金
計

の
男

性
は

、
6
5万

円
の

被
保

険
者

が
最

も
多

く
な

っ
て

お
り

、
他

に
は

、
2
6～

30
万

円
と

41
万

円
に

ピ
ー

ク
が

あ
る

分
布

。
厚

生
年

金
計

の
女

性
は

、
22

万
円

に
ピ

ー
ク

が
あ

る
分

布
。

○
５

年
前

の
分

布
と

比
較

す
る

と
、

男
性

で
は

、
1
1
.8

～
19

万
円

、
5
3万

円
を

除
き

被
保

険
者

数
が

増
加

。
女

性
で

は
、

1
1
.8

～
1
5万

円
を

除
き

増
加

。
○

第
１

号
被

保
険

者
（
民

間
被

用
者

）
の

短
時

間
労

働
者

は
、

男
性

、
女

性
と

も
に

11
.8

万
円

に
ピ

ー
ク

が
あ

り
、

9
.8

万
円

か
ら

1
1
万

円
を

中
心

と
し

た
標

準
報

酬
月

額
に

集
中

し
て

い
た

平
成

2
8(

2
01

6
)年

度
の

分
布

か
ら

変
化

。

注
．

令
和

2
(2

0
2
0
)年

９
月

に
標

準
報

酬
月

額
の

上
限

が
改

定
さ

れ

従
前

の
標

準
報

酬
月

額
の

上
限

等
級

（
6
2
万

円
）
の

上
に

一
等

級
追

加
さ

れ
て

い
る

（
6
5
万

円
）
。

注
．

令
和

2
(2

0
2
0
)年

９
月

に
標

準

報
酬

月
額

の
上

限
が

改
定

さ
れ

従
前

の
標

準
報

酬
月

額
の

上
限

等
級

（
6
2
万

円
）
の

上
に

一
等

級

追
加

さ
れ

て
い

る
（
6
5
万

円
）
。

報
告

書
1

0
4
、

1
0

5
、

1
0

6
、

1
0

7
ペ

ー
ジ
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受
給

権
者

の
現

状
及

び
推

移
（
第

２
章

第
２

節
よ

り
抜

粋
）
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3
2
.6

 

4
0
.9

 

4
7
.3

 

5
3
.3

 

5
6
.4

 
5
6
.5

 
5
7
.1

 
5
7
.2

 
5
7
.2

 
5
7
.5

 

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

平
成
7

(1
9
9
5
)

1
2

(2
0
0
0
)

1
7

(2
0
0
5
)

2
2

(2
0
1
0
)

2
7

(2
0
1
5
)

2
8

(2
0
1
6
)

2
9

(2
0
1
7
)

3
0

(2
0
1
8
)

令
和

元

(2
0
1
9
)

2

(2
0
2
0
)

（
年

度
末

）

（
兆

円
）

旧
厚

生
年

金

国
共

済

国
民

年
金

地
共

済

私
学

共
済

新
法

基
礎

年
金

と

旧
法

国
民

年
金

(＋
0
.6

％
) 4

.5

(△
0
.5

％
)

2
6
.5

(＋
0
.2

％
)

1
.5

(△
1
.4

％
)

0
.4

(＋
0
.9

％
)

2
4
.7

(＋
1
.4

％
)

( 
  
  

 )
内

の
数

値
は

、

対
前

年
増

減
率

で
あ

る
。

報
告

書
1

2
2
～

1
2

4
ペ

ー
ジ

８
．

受
給

権
者

の
年

金
総

額
の

推
移

注
平

成
2
7
(2

0
1
5
)年

度
以

降
の

国
共

済
、

地
共

済
及

び
私

学
共

済
は

、
被

用
者

年
金

一
元

化
前

の
共

済
年

金
の

受
給

権
者

の
年

金
総

額
と

被
用

者
年

金
一

元
化

後
の

厚
生

年
金

の
受

給
権

者
の

年
金

総
額

の
合

計
で

あ
る

。

男
性

及
び

共
済

組
合

等
の

女
性

に
お

い
て

、
報

酬
比

例
部

分
の

支
給

開
始

年
齢

が
6
2
歳

に
引

上
げ

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
末

の
年

金
総

額
は

、
公

的
年

金
制

度
全

体
で

5
7
.5

兆
円

。
令

和
元

(2
01

9)
年

度
末

に
比

べ
、

国
共

済
及

び
地

共
済

で
は

減
少

し
、

旧
厚

生
年

金
、

私
学

共
済

及
び

国
民

年
金

で
は

増
加

。

旧
厚

生
年

金
で

は
、

女
性

に
お

い
て

報
酬

比
例

部
分

の
支

給
開

始
年

齢
が

6
1
歳

に
引

き
上

げ
ら

れ
る

と
と

も
に

特
別

支
給

の
定

額
部

分
が

な
く
な

っ
た

男
性

及
び

共
済

組
合

等
の

女
性

に
お

い
て

、
報

酬
比

例
部

分
の

支
給

開
始

年
齢

が
6
3
歳

に
引

上
げ
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９
．

老
齢

・
退

年
相

当
の

受
給

権
者

の
年

齢
分

布

○
旧

厚
生

年
金

、
国

共
済

、
私

学
共

済
で

は
70

～
74

歳
の

年
齢

階
級

の
受

給
権

者
数

が
最

も
多

く
な

っ
て

い
る

。
地

共
済

で
は

、
男

性
は

70
～

74
歳

、
女

性
は

65
～

69
歳

の
年

齢
階

級
の

受
給

権
者

が
最

も
多

く
な

っ
て

い
る

。
○

国
共

済
で

は
女

性
の

受
給

権
者

が
少

な
い

こ
と

、
女

性
に

お
い

て
65

歳
以

上
の

各
年

齢
階

級
に

お
け

る
受

給
権

者
数

に
あ

ま
り

差
が

な
い

の
が

特
徴

的
。

老
齢

厚
生

年
金

受
給

権
者

（
老

齢
相

当
）

退
職

共
済

年
金

受
給

権
者

（退
年

相
当

）

※
老

齢
・
退

年
相

当
と

は
、

老
齢

（
退

職
）
年

金
の

受
給

権
者

の
う

ち
、

原
則

2
5
年

以
上

の
被

保
険

者
期

間
を

有
す

る
も

の
を

い
う

。

報
告

書

1
3

0
ペ

ー
ジ

旧
厚

生
年
金 0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

万
人

女
性

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
-
6
4

6
5
-
6
9

7
0
-
7
4

7
5
-
7
9

8
0
-
8
4

8
5
-
8
9

9
0
-

万
人

年
齢

男
性

私
学

共
済

0
1

2
3

万
人

女
性

0
1

2
3

6
0
-
6
4

6
5
-
6
9

7
0
-
7
4

7
5
-
7
9

8
0
-
8
4

8
5
-
8
9

9
0
-

万
人

年
齢

男
性

5
0
0

万
人

国
共

済

4
0

万
人

0
1
0

2
0

3
0

4
0

万
人

女
性

0
1
0

2
0

3
0

4
0

6
0
-
6
4

6
5
-
6
9

7
0
-
7
4

7
5
-
7
9

8
0
-
8
4

8
5
-
8
9

9
0
-

万
人

年
齢

男
性

地
共

済

0
1
0

2
0

3
0

4
0

万
人

女
性

0
1
0

2
0

3
0

4
0

6
0
-
6
4

6
5
-
6
9

7
0
-
7
4

7
5
-
7
9

8
0
-
8
4

8
5
-
8
9

9
0
-

万
人

年
齢

男
性
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１
０

．
老

齢
・
退

年
相

当
の

平
均

年
金

月
額

（
推

計
）

共
済

組
合

等
の

共
済

年
金

に
は

職
域

加
算

部
分

が
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

を
除

い
た

厚
生

年
金

相
当

部
分

の
年

金
額

を
推

計
し

て
い

る
。

厚
生

年
金

計
で

の
平

均
年

金
月

額
は

14
.9

万
円

、
男

女
別

で
は

男
性

16
.7

万
円

、
女

性
11

.2
万

円
と

な
っ

て
い

る
。

共
済

組
合

等
の

職
域

加
算

部
分

を
除

い
た

女
性

で
は

、
年

金
額

の
算

定
基

礎
と

な
る

標
準

報
酬

額
の

差
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

、
共

済
組

合
等

の
平

均
加

入
期

間
が

旧
厚

生
年

金
よ

り
も

相
当

程
度

長
い

こ
と

、
国

共
済

及
び

私
学

共
済

に
お

い
て

は
受

給
権

者
の

年
齢

が
旧

厚
生

年
金

よ
り

高
く
な

っ
て

い
る

こ
と

が
影

響
。

報
告

書
1

3
7
、

1
3

8
ペ

ー
ジ

実
施

機
関

に
よ

っ
て

年
金

月
額

に
差

が
生

じ
て

い
る

の
は

、
男

性
で

は
、

平
均

加
入

期
間

は
旧

厚
生

年
金

の
方

が
国

共
済

及
び

私
学

共
済

よ
り

長
い

も
の

の
、

年
金

額
の

算
定

基
礎

と
な

る
標

準
報

酬
額

が
共

済
組

合
等

の
方

が
高

い
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
、

共
済

組
合

等
に

お
け

る
受

給
権

者
の

年
齢

が
旧

厚
生

年
金

よ
り

高
い

こ
と

が
影

響
。

円
円

円
円

円

計
1
4
4
,
3
6
6
 

1
7
3
,
3
8
6
 

1
7
6
,
7
8
5
 

1
7
6
,
6
0
2
 

1
4
9
,
1
1
4
 

男
性

1
6
4
,
7
4
2
 

1
7
6
,
8
3
9
 

1
8
3
,
3
2
6
 

1
9
2
,
5
4
6
 

1
6
7
,
3
6
1
 

女
性

1
0
3
,
8
0
8
 

1
5
6
,
0
6
6
 

1
6
4
,
1
7
5
 

1
5
2
,
0
4
4
 

1
1
2
,
3
3
4
 

女
（
男
＝
1
0
0
)

6
3
.
0
 

8
8
.
3
 

8
9
.
6
 

7
9
.
0
 

6
7
.
1
 

注
１

注
２

厚
生
年
金
計

国
共
済
、
地
共
済
及
び
私
学
共
済
の
退
年
相
当
の
退
職
共
済
年
金
の
職
域
加
算
部
分
を
除
い
た
年
金
額
は
推
計
値
で
あ
る
。

国
共
済
、
地
共
済
及
び
私
学
共
済
は
、
退
年
相
当
の
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
と
老
齢
相
当
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
平
均
で
あ
る
。

平
均
年
金
月
額

（
老
齢
基
礎
年
金
分
を
含
む
）

区
分

旧
厚
生
年
金

国
共
済

地
共
済

私
学
共
済
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05

1
0

1
5

2
0

2
5

-6
4

6
5
-6
9

7
0
-7
4

7
5
-7
9

8
0
-8
4

8
5
-8
9

9
0
-

男
性

（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）
女

性
（
令

和
2
(2
0
2
0
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
7
(2
0
1
5
)年

度
末

）

男
性

（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）
女

性
（
平

成
2
2
(2
0
1
0
)年

度
末

）

年
齢

（
歳

）

平
均

年
金

月
額

（
万

円
）

男
性

女
性

旧
厚

生
年

金

注
平

均
年

金
月

額
に

は
基

礎
年

金
分

を
含

む
。

１
１

．
老

齢
相

当
の

受
給

権
者

の
年

齢
階

級
別

平
均

年
金

月
額

旧
厚

生
年

金
の

平
均

年
金

月
額

は
、

受
給

権
者

全
体

の
平

均
加

入
期

間
が

伸
長

す
る

な
か

で
、

減
少

傾
向

に
あ

る
が

、
そ

の
要

因
と

し
て

、
①

報
酬

比
例

部
分

の
給

付
乗

率
の

引
下

げ
②

定
額

部
分

の
定

額
単

価
の

引
下

げ
③

定
額

部
分

の
支

給
開

始
年

齢
の

引
上

げ
④

加
給

年
金

の
対

象
者

の
減

少
⑤

物
価

ス
ラ

イ
ド

⑥
特

例
水

準
の

解
消

（
年

金
額

の
マ

イ
ナ

ス
改

定
）

が
考

え
ら

れ
る

。

③
定

額
部

分
の

支
給

開
始

年
齢

の
引

上
げ

配
偶

者
に

係
る

加
給

年
金

が
配

偶
者

が
6
5
歳

に
達

す
る

と
加

算
さ

れ
な

く
な

る
影

響
も

あ
る

。

報
告

書
1

5
0
～

1
5

3
ペ

ー
ジ

昭
和

2
1
(1

9
4
6
)年

4
月

2日
以

後
生

ま
れ

（
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
末

で
74

歳
以

下
）
の

者
は

給
付

乗
率

や
定

額
単

価
は

一
定

で
あ

る
が

、
平

均
年

金
月

額
が

他
の

年
齢

階
級

と
同

程
度

低
下

し
て

い
る

の
は

、
④

加
給

年
金

の
対

象
者

の
減

少
の

影
響

も
あ

る
か

ら
と

考
え

ら
れ

る
。

平
成

2
2
(2

0
1
0
)年

度
末

か
ら

平
成

2
7(

2
01

5)
年

度
末

に
か

け
て

、
（
①

給
付

乗
率

や
②

定
額

単
価

の
引

下
げ

の
ほ

か
、

）
⑥

特
例

水
準

の
解

消
の

影
響

も
あ

る
。

平
均

加
入

期
間

は
年

齢
の

低
い

世
代

ほ
ど

伸
長

し
て

い
る

一
方

で
、

昭
和

2
1
(1

9
4
6
)年

4
月

1
日

以
前

生
ま

れ
（
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
末

で
7
5
歳

以
上

）
の

者
は

年
齢

が
低

い
ほ

ど
①

報
酬

比
例

部
分

の
給

付
乗

率
や

②
定

額
部

分
の

定
額

単
価

は
引

き
下

げ
ら

れ
て

い
る

。
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0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

男
性

（
老

齢
相

当
）

女
性

（
老

齢
相

当
）

年
金

月
額

（
万

円
以

上
・
万

円
未

満
）

受
給

権
者

数
（
万

人
）

旧
厚

生
年

金
（
基

礎
年

金
を

含
む

）

基
礎

年
金

月
額

を
含

ん
だ

分
布

と

な
っ

て
い

る
。

基
礎

年
金

月
額

の
平

均
は

男
性

（
老

齢
相

当
）

5
5
,3

5
6
円

女
性

（
老

齢
相

当
）

4
7
,9

4
1
円

女
性

男
性

中
位

数

第
１

四
分

位
数

第
３

四
分

位
数

女
性

（
老

齢
相

当
）

第
１

四
分

位
数

第
３

四
分

位
数

中
位

数

男
性

（
老

齢
相

当
）

１
２

．
老

齢
相

当
の

年
金

月
額

階
級

別
受

給
権

者
数

基
礎

年
金

を
含

む
額

で
、

男
性

は
1
6
～

2
0
万

円
に

、
女

性
は

8
～

11
万

円
に

ピ
ー

ク
が

あ
る

。報
告

書

1
5

4
～

1
5

6
ペ

ー
ジ
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財
政

収
支

の
現

状
（
第

２
章

第
３

節
よ

り
抜

粋
）
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１
３

．
令

和
２

(2
02

0
)年

度
の

単
年

度
収

支
状

況

○
「
運

用
損

益
分

を
除

い
た

単
年

度
収

支
残

」と
「
運

用
損

益
」
に

分
け

て
分

析
し

て
い

る
。

○
公

的
年

金
制

度
全

体
で

み
る

と
、

収
入

面
で

は
、

保
険

料
収

入
が

38
.6

兆
円

、
国

庫
・
公

経
済

負
担

が
13

.2
兆

円
等

で
あ

り
、

運
用

損
益

分
を

除
い

た
単

年
度

の
収

入
総

額
は

52
.5

兆
円

。
支

出
面

で
は

、
年

金
給

付
費

が
53

.4
兆

円
で

あ
り

、
支

出
総

額
は

5
3
.7

兆
円

。
こ

の
結

果
、

運
用

損
益

分
を

除
い

た
単

年
度

収
支

残
は

1.
2兆

円
の

マ
イ

ナ
ス

。
○

運
用

損
益

は
、

国
内

外
の

株
価

が
大

幅
に

上
昇

し
た

こ
と

か
ら

、
時

価
ベ

ー
ス

で
4
4.

5兆
円

の
プ

ラ
ス

。
○

こ
れ

ら
の

結
果

、
公

的
年

金
制

度
全

体
の

時
価

ベ
ー

ス
の

年
度

末
積

立
金

は
前

年
度

末
に

比
べ

43
.3

兆
円

増
加

し
2
3
3
.9

兆
円

。

報
告

書

1
6

4
～

1
6

8
ペ

ー
ジ

厚
生

年
金

計
国

民
年

金
勘

定
基

礎
年

金
勘

定
億

円
億

円
億

円
億

円

時
価

ベ
ー

ス
1
,
7
8
2
,
6
8
6
 
 

8
5
,
2
3
2
 

3
7
,
2
8
1
 

1
,
9
0
5
,
1
9
9
 

 
総

額
4
9
8
,
1
3
7
 
 

3
4
,
0
9
0
 

2
4
9
,
7
5
7
 

5
2
5
,
2
7
1
 

（
再

掲
）

保
険

料
収

入
3
7
2
,
8
0
2
 
 

1
3
,
3
6
5
 

・
 

3
8
6
,
1
6
8
 

（
再

掲
）

国
庫

・
公

経
済

負
担

1
1
3
,
3
0
5
 
 

1
8
,
3
0
8
 

・
 

1
3
1
,
6
1
3
 

（
再

掲
）

基
礎

年
金

交
付

金
4
,
6
8
0
 
 

2
,
3
7
0
 

・
 

・
 

（
再

掲
）

基
礎

年
金

拠
出

金
収

入
・

 
・

 
2
4
9
,
6
6
3
 

・
 

 
総

額
5
1
1
,
9
8
0
 
 

3
6
,
6
0
4
 

2
4
5
,
1
0
6
 

5
3
6
,
9
7
7
 

（
再

掲
）

給
付

費
2
9
2
,
0
6
7
 
 

3
,
4
9
1
 

2
3
8
,
0
5
3
 

5
3
3
,
6
1
2
 

（
再

掲
）

基
礎

年
金

拠
出

金
2
1
7
,
7
3
5
 
 

3
1
,
9
2
8
 

・
 

・
 

（
再

掲
）

基
礎

年
金

相
当

給
付

費
 (

基
礎

年
金

交
付

金
)

・
 

・
 

7
,
0
5
0
 

・
 

△
1
3
,
8
4
4
 
 

△
2
,
5
1
4
 

4
,
6
5
1
 

△
1
1
,
7
0
6
 

時
価

ベ
ー

ス
4
2
4
,
3
7
3
 
 

2
0
,
4
8
9
 

1
0
 

4
4
4
,
8
7
3
 

時
価

ベ
ー

ス
2
0
6
 
 

5
2
 

-
 

2
5
8
 

時
価

ベ
ー

ス
2
,
1
9
3
,
4
2
1
 
 

1
0
3
,
2
5
9
 

4
1
,
9
4
2
 

2
,
3
3
8
,
6
2
3
 

年
度

末
積

立
金

の
対

前
年

度
増

減
額

時
価

ベ
ー

ス
4
1
0
,
7
3
5
 
 

1
8
,
0
2
8
 

4
,
6
6
1
 

4
3
3
,
4
2
4
 

注
1

注
2

注
3

国
民

年
金

公
的

年
金

制
度

全
体

収 　 入

（ 単 年 度 ）

支 　 出

（ 単 年 度 ）

運
用

損
益

分
を

除
い

た
単

年
度

収
支

残
(
㋑

)

前
年

度
末

積
立

金
（

㋐
）

区
　

分

厚
生
年
金
計
は
、
厚
生
年
金
全
体
と
し
て
の
財
政
収
支
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
、
厚
生
年
金
実
施
機
関
間
で
の
や
り
と
り
を
収
入
・
支
出
両
面
か
ら
除
い
て
い
る
。
ま
た
、
公
的
年
金
制
度
全
体
は
、
同
様
に
、
公
的
年
金
制
度
内
で

の
や
り
と
り
（
基
礎
年
金
拠
出
金
・
基
礎
年
金
交
付
金
）
を
収
入
・
支
出
両
面
か
ら
除
い
て
い
る
。

「
そ
の
他
（
㋓
）
」
に
計
上
し
て
い
る
額
は
、
厚
生
年
金
勘
定
及
び
国
民
年
金
（
国
民
年
金
勘
定
）
の
「
業
務
勘
定
か
ら
積
立
金
へ
の
繰
入
れ
」
で
あ
る
。

厚
生
年
金
計
及
び
公
的
年
金
制
度
全
体
に
は
、
厚
生
年
金
基
金
が
代
行
し
て
い
る
部
分
を
含
ま
な
い
。

運
用

損
益

（
㋒

）

そ
の

他
（

㋓
）

年
度

末
積

立
金

（
㋐

＋
㋑

＋
㋒

＋
㋓

）
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厚
生
年
金
勘
定

国
共
済

地
共
済

私
学
共
済

％
％

％
％

 
保
険
料
収
入
の
対
前
年
度
増
減
率

△
1
.
7
 
 

△
0
.
4
 
 

2
.
3
 
 

4
.
6
 
 

0
.
4
 
 

0
.
8
 
 

4
.
7
 
 

1
.
8
 
 

△
0
.
6
 
 

△
0
.
9
 
 

△
2
.
2
 
 

0
.
1
 
 

－
 
 

－
 
 

－
 
 

2
.
4
 
 

△
1
.
6
 
 

△
0
.
3
 
 

△
0
.
1
 
 

0
.
4
 
 

注
１

注
２

要
因

別
の

寄
与

分
は

推
計

値
で

あ
り

、
前

年
度

の
保

険
料

収
入

に
対

す
る

率
で

表
し

て
い

る
。

被
保

険
者

数
は

、
年

度
間

平
均

値
を

用
い

て
い

る
。

区
分

要 因 別 の 寄 与 分

 
被
保
険
者
数

 
１
人
当
た
り
標
準
報
酬
額

 
保
険
料
率

 
そ
の
他

そ
の

他
は

要
因

分
析

の
残

差
で

あ
る

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

対
応

と
し

て
実

施
し

た
納

付
猶

予

特
例

制
度

の
影

響
が

含
ま

れ
る

。

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
中

に
保

険
料

率
が

引
き

上
げ

ら
れ

た
こ

と
が

保
険

料
収

入
を

増
加

さ
せ

る
方

向
に

寄
与

。

被
保

険
者

数
の

増
加

が

保
険

料
収

入
の

増
加

に
寄

与
。

１
４

．
厚

生
年

金
の

保
険

料
収

入
の

増
減

要
因

の
分

析
報

告
書

1
7

1
～

1
7

3
ペ

ー
ジ

１
人

当
た

り
標

準
報

酬
額

の
減

少
が

保
険

料
収

入
の

減
少

に
寄

与
。

厚
生

年
金

の
保

険
料

収
入

の
推

移

厚
生

年
金

勘
定

国
共

済
地

共
済

私
学

共
済

厚
生

年
金

計
平

成
/
令

和
(西

暦
)

億
円

億
円

億
円

億
円

億
円

元
(2

0
1
9
)

3
2
6
,1

9
7
　

1
2
,9

0
1
　

3
3
,7

7
1
　

4
,5

7
8
　

3
7
7
,4

4
6
　

2
(2

0
2
0
)

3
2
0
,6

1
2
　

1
2
,8

4
9
　

3
4
,5

5
3
　

4
,7

8
8
　

3
7
2
,8

0
2
　

対
前

年
度

増
減

率
　

（
％

）

2
(2

0
2
0
)

△
1
.7

△
0
.4

　
2
.3

　
4
.6

　
△

1
.2

　

注

年
度

厚
生

年
金

勘
定

、
厚

生
年

金
計

及
び

公
的

年
金

制
度

全
体

に
は

、
厚

生
年

金
基

金
が

代
行

し
て

い
る

部
分

を
含

ま
な

い
。
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平
成

3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

２
年

度
(
2
0
1
8
)

(
2
0
1
9
)

(
2
0
2
0
)

％
％

％

 
現

年
度

保
険

料
の

対
前

年
度

増
減

率
△

0
.
6
 
 

△
2
.
6
 
 

△
0
.
5
 
 

△
3
.
0
 
 

△
2
.
0
 
 

△
0
.
3
 
 

△
0
.
4
 
 

△
1
.
8
 
 

△
3
.
3
 
 

△
0
.
7
 
 

0
.
3
 
 

0
.
8
 
 

2
.
7
 
 

1
.
7
 
 

3
.
2
 
 

0
.
8
 
 

△
0
.
7
 
 

△
1
.
0
 
 

注
１

注
２

注
３

要
因

別
の

寄
与

分
は

推
計

値
で

あ
り

、
前

年
度

の
現

年
度

保
険

料
に

対
す

る
率

で
表

し
て

い
る

。
被

保
険

者
数

は
、

年
度

間
平

均
値

を
用

い
て

い
る

。
保

険
料

額
は

、
収

納
月

を
考

慮
し

て
加

重
平

均
し

て
い

る
。

区
分

要 因 別 の 寄 与 分

 
被

保
険

者
数

 
保

険
料

免
除

被
保

険
者

数
割

合

 
保

険
料

額

 
現

年
度

納
付

率

 
そ

の
他

現
年

度
保

険
料

過
年

度
保

険
料

平
成

/
令

和
(西

暦
)

億
円

億
円

億
円

％
％

円

3
0

(2
0
1
8
)

1
3
,9

0
4
　

1
3
,1

5
3
　

7
5
1
　

6
8
.1

　
7
7
.2

　
1
6
,3

4
0
　

元
(2

0
1
9
)

1
3
,4

5
8
　

1
2
,8

1
7
　

6
4
1
　

6
9
.3

　
1
6
,4

1
0
　

2
(2

0
2
0
)

1
3
,3

6
5
　

1
2
,7

4
9
　

6
1
6
　

7
1
.5

　
1
6
,5

4
0
　

対
前

年
度

増
減

率
　

（
％

）
対

前
年

度
増

減
差

3
0

(2
0
1
8
)

△
0
.4

　
△

0
.6

　
3
.2

　
1
.8

　
0
.9

　

元
(2

0
1
9
)

△
3
.2

　
△

2
.6

　
△

1
4
.6

　
1
.1

　

2
(2

0
2
0
)

△
0
.7

　
△

0
.5

　
△

3
.9

　
2
.2

　

注
１

注
２

納
付

率
と

は
、

納
付

対
象

月
数

に
対

す
る

納
付

月
数

の
割

合
で

あ
る

。
納

付
対

象
月

数
と

は
、

当
該

年
度

分
の

保
険

料
と

し
て

納
付

す
べ

き
月

数
（

法
定

免
除

月
数

、
申

請
全

額
免

除
月

数
、

学
生

納
付

特
例

月
数

及
び

納
付

猶
予

月
数

を
含

ま
な

い
）

で
あ

り
、

納
付

月
数

は
そ

の
う

ち
当

該
年

度
中

（
翌

年
度

４
月

末
ま

で
）

に
実

際
に

納
付

さ
れ

た
月

数
で

あ
る

。
な

お
、

納
付

対
象

月
数

、

納
付

月
数

と
も

に
保

険
料

一
部

納
付

者
に

つ
い

て
も

１
月

と
計

数
し

て
い

る
。

保
険

料
は

過
去

２
年

分
の

納
付

が
可

能
で

あ
り

、
最

終
納

付
率

と
は

、
過

年
度

に
納

付
さ

れ
た

も
の

を
加

え
た

納
付

率
で

あ
る

。

保
険

料
保

険
料

収
入

年
度

現
年

度
納

付
率

最
終

納
付

率

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
は

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

対
応

と
し

て
実

施
し

た
保

険
料

免
除

等
に

係
る

臨

時
特

例
措

置
の

影
響

も
あ

り
、

申
請

全
額

免
除

者
や

納
付

猶
予

者
が

増
加

し
た

こ
と

に
よ

る
保

険
料

免
除

被
保

険
者

数
割

合
の

上
昇

が
保

険
料

収
入

を
減

少
さ

せ
る

方
向

に
寄

与
。

納
付

率
の

上
昇

が
保

険
料

収
入

を
増

加
さ

せ
る

方
向

に
寄

与
。

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
数

の
減

少
が

保
険

料
収

入
を

減
少

さ
せ

る
方

向
に

寄
与

。

１
５

．
国

民
年

金
勘

定
の

現
年

度
保

険
料

収
入

の
増

減
要

因
の

分
析

報
告

書

1
7

3
～

1
7

6
ペ

ー
ジ

国
民

年
金

保
険

料
額

の
名

目
額

で
の

上
昇

が
保

険
料

収
入

を
増

加
さ

せ
る

方
向

に
寄

与
。
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財
政

収
支

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較
（
第

３
章

第
２

節
よ

り
抜

粋
）
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１
６

．
合

計
特

殊
出

生
率

と
6
5
歳

平
均

余
命

の
実

績
と

前
提

と
の

比
較

○
合

計
特

殊
出

生
率

に
つ

い
て

、
令

和
２

(2
0
2
0
)年

の
実

績
は

、
令

和
元

(2
01

9)
年

に
引

き
続

き
、

令
和

元
(2

0
1
9
)年

財
政

検
証

の
基

礎
と

な
っ

た
平

成
2
9
(2

01
7)

年
人

口
推

計
に

お
け

る
出

生
中

位
と

出
生

低
位

の
仮

定
値

の
中

間
に

位
置

し
て

い
る

。
○

6
5
歳

平
均

余
命

に
つ

い
て

、
令

和
２

(2
0
2
0
)年

の
実

績
を

平
成

29
(2

0
17

)年
人

口
推

計
に

お
け

る
仮

定
値

と
比

較
す

る
と

、
男

性
、

女
性

と
も

に
死

亡
中

位
の

仮
定

値
と

概
ね

同
水

準
で

あ
る

。

報
告

書
2

2
3
～

2
2

5
ペ

ー
ジ

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

1.
2

1.
4

1.
6

1.
8

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

合
計

特
殊

出
生

率

実
績

出
生

高
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

出
生

中
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

出
生

低
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

（
年

）

151821242730

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

（年
）

65
歳

平
均

余
命

実
績

（簡
易

生
命

表
ま

た
は

完
全

生
命

表
）

死
亡

低
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

死
亡

中
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

死
亡

高
位

（将
来

推
計

人
口

（平
成
29
(2
01
7)

年
））

女
性

男
性

（年
）
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１
７

．
物

価
上

昇
率

の
実

績
と

前
提

と
の

比
較

令
和

２
(2

0
2
0
)年

の
実

績
は

、
前

年
1

0
月

の
消

費
税

率
引

上
げ

の
影

響
が

あ
っ

た
も

の
の

、
前

年
1

0

月
か

ら
の

幼
児

教
育

・
保

育
無

償
化

の
影

響
等

に
よ

り
前

年
と

同
水

準
に

な
っ

て
お

り
、

令
和

元
(2

0
1
9
)年

財
政

検
証

に
お

け
る

前
提

と
比

較
す

る
と

、
実

績
は

成
長

実
現

ケ
ー

ス
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス
の

い
ず

れ
の

前
提

も
下

回
っ

て
い

る
。

注
「
成

長
実

現
ケ

ー
ス

」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
ケ

ー
ス

」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

～
Ⅵ

と
接

続
。

△
3

△
2

△
10123 2

0
15

2
0
16

2
0
17

2
0
18

2
0
19

2
0
20

2
0
21

2
0
22

2
0
23

2
0
24

2
0
25

2
0
26

2
0
27

2
0
28

（
％

）

実
績

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

（
年

）

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

報
告

書

2
2

6
、

2
2

7
ペ

ー
ジ
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１
８

．
実

質
賃

金
上

昇
率

の
実

績
と

前
提

と
の

比
較

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
の

実
質

賃
金

上
昇

率
（
対

物
価

上
昇

率
で

み
た

賃
金

上
昇

率
）
の

実
績

は
、

財
政

検
証

に
お

け
る

前
提

を
下

回
っ

て
い

る
。

報
告

書

2
2

8
、

2
2

9
ペ

ー
ジ

注
「
成

長
実

現
ケ

ー
ス

」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
ケ

ー
ス

」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

～
Ⅵ

と
接

続
。

△
4

△
3

△
2

△
101234 2

0
15

2
0
16

2
0
17

2
0
18

2
0
19

2
0
20

2
0
21

2
0
22

2
0
23

2
0
24

2
0
25

2
0
26

2
0
27

2
0
28

（
％

）

厚
生

年
金

計

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

（
年

度
）

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

（
年

度
）
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１
９

．
実

質
的

な
運

用
利

回
り

の
実

績
と

前
提

と
の

比
較

令
和

２
(2

0
2
0)

年
度

の
実

質
的

な
運

用
利

回
り

（
対

名
目

賃
金

上
昇

率
で

み
た

運
用

利
回

り
）
の

実
績

は
、

国
内

外
の

株
価

が
大

幅
に

上
昇

し
た

こ
と

か
ら

、
財

政
検

証
に

お
け

る
前

提
を

上
回

っ
て

い
る

。

運
用

利
回

り
に

つ
い

て
実

績
と

財
政

検
証

に
お

け
る

前
提

と
を

比
較

す
る

際
に

は
、

公
的

年
金

で
は

保
険

料
や

新
規

裁
定

の
給

付
費

が
名

目
賃

金
上

昇
率

を
基

本
と

し
て

増
減

す
る

こ
と

か
ら

、
長

期
的

な
観

点
か

ら
は

、
実

質
的

な
運

用
利

回
り

に
よ

り
比

較
す

る
こ

と
が

適
当

。

報
告

書

2
3

1
、

2
3

2
ペ

ー
ジ

注
１

厚
生

年
金

計
（
５

年
移

動
平

均
）
は

、
平

成
2
7(

2
0
1
5
)年

度
以

降
は

厚
生

年
金

計
、

平
成

2
6
(2

0
1
4)

年
度

以
前

は
旧

厚
生

年
金

に
お

け
る

実
質

的
な

運
用

利
回

り
に

つ
い

て
、

そ
の

年
度

以
前

の
５
年

度
分

を
平

均
し

た
も

の
で

あ
る

。
注

２
「
成

長
実

現
ケ

ー
ス

」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
ケ

ー
ス

」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

～
Ⅵ

と
接

続
。

△
10

△
5051015202530

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

（％
）

厚
生

年
金

計

厚
生

年
金

計
（５

年
移

動
平

均
）

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

成
長

実
現

ケ
ー

ス

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

ケ
ー

ス

（年
度

）
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２
０

．
労

働
力

率
の

実
績

と
前

提
と

の
比

較

令
和

２
(2

0
2
0
)年

の
実

績
と

労
働

参
加

が
進

む
ケ

ー
ス

の
推

計
値

を
比

較
す

る
と

、
男

性
で

は
15

～
34

歳
及

び
5
0
～

6
9
歳

、
女

性
で

は
1
5
～

29
歳

、
50

～
54

歳
及

び
6
0～

6
9歳

に
お

い
て

、
実

績
が

推
計

値
を

上
回

っ
て

い
る

。

報
告

書

2
3

3
～

2
3

5
ペ

ー
ジ

注
「
労

働
参

加
が

進
む

ケ
ー

ス
」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
労

働
参

加
が

一
定

程
度

進
む

ケ
ー

ス
」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

・
Ⅴ

、
「
労

働
参

加
が

進
ま

な
い

ケ
ー

ス
」
は

ケ
ー

ス
Ⅵ

に
対

応
。

02040608010
0

15
～

19
歳

20
～

24
歳

25
～

29
歳

30
～

34
歳

35
～

39
歳

40
～

44
歳

45
～

49
歳

50
～

54
歳

55
～

59
歳

60
～

64
歳

65
～

69
歳

（
％

）
年

齢
階

級
別

労
働

力
率

（
男

性
）

実
績

（
2
0
1
7
年

）

実
績

（
2
0
2
0
年

）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

進
む

ケ
ー

ス
）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

一
定

程
度

進
む

ケ
ー

ス
）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

進
ま

な
い

ケ
ー

ス
）

0

2040608010
0

1
5
～

1
9
歳

2
0
～

2
4
歳

2
5
～

2
9
歳

3
0
～

3
4
歳

3
5
～

3
9
歳

4
0
～

4
4
歳

4
5
～

4
9
歳

5
0
～

5
4
歳

5
5
～

5
9
歳

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

（
％

）
年

齢
階

級
別

労
働

力
率

（
女

性
）

実
績

（
2
0
1
7
年

）

実
績

（
2
0
2
0
年

）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

進
む

ケ
ー

ス
）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

一
定

程
度

進
む

ケ
ー

ス
）

推
計

（
2
0
2
0
年

：
労

働
参

加
が

進
ま

な
い

ケ
ー

ス
）
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注
「
労

働
参

加
が

進
む

ケ
ー

ス
」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
労

働
参

加
が

一
定

程
度

進
む

ケ
ー

ス
」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

・
Ⅴ

に
対

応
。

２
１

．
被

保
険

者
数

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較
報

告
書

2
3

8
、

2
3

9
ペ

ー
ジ

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
は

、
厚

生
年

金
計

で
は

実
績

（
下

図
の

★
印

）
が

将
来

見
通

し
（棒

グ
ラ

フ
）
を

上
回

っ
て

お
り

、
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

で
は

実
績

が
将

来
見

通
し

を
下

回
っ

て
い

る
。

40414243444546474849505152535455

20
19

20
20

（百
万

人
）

厚
生

年
金

計

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
進

む
ケ

ー
ス

）

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
一

定
程

度
進

む
ケ

ー
ス

）

実
績

（年
度

）

10111213141516171819202122232425

20
19

20
20

（百
万

人
）

国
民

年
金

第
１

号

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
進

む
ケ

ー
ス

）

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
一

定
程

度
進

む
ケ

ー
ス

）

実
績

（年
度

）
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注
「
労

働
参

加
が

進
む

ケ
ー

ス
」
は

財
政

検
証

に
お

け
る

ケ
ー

ス
Ⅰ

～
Ⅲ

、
「
労

働
参

加
が

一
定

程
度

進
む

ケ
ー

ス
」
は

ケ
ー

ス
Ⅳ

・
Ⅴ

に
対

応
。

２
２

．
受

給
者

数
の

実
績

と
将

来
見

通
し

と
の

比
較

報
告

書

2
4

1
、

2
4

2
ペ

ー
ジ

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
は

、
厚

生
年

金
計

で
は

実
績

（
下

図
の

★
印

）
は

将
来

見
通

し
（棒

グ
ラ

フ
）
を

下
回

っ
て

い
る

が
、

基
礎

年
金

で
は

実
績

は
将

来
見

通
し

と
ほ

ぼ
同

水
準

で
あ

る
。

35363738394041424344454647484950

20
19

20
20

（百
万

人
）

厚
生

年
金

計

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
進

む
ケ

ー
ス

）

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
一

定
程

度
進

む
ケ

ー
ス

）

実
績

（年
度

）

30313233343536373839404142434445

20
19

20
20

（百
万

人
）

基
礎

年
金

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
進

む
ケ

ー
ス

）

見
通

し
（令

和
元
(2
01

9)
年

財
政

検
証

労
働

参
加

が
一

定
程

度
進

む
ケ

ー
ス

）

実
績

（年
度

）
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2025303540

20
19

20
20

（兆
円

）
厚

生
年

金
計

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

（
年

度
）

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

20
19

20
20

（兆
円

）
国

民
年

金
（国

民
年

金
勘

定
）

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

（
年

度
）

２
３

．
保

険
料

収
入

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較
報

告
書

2
4

4
ペ

ー
ジ

○
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
は

、
厚

生
年

金
計

、
国

民
年

金
（
国

民
年

金
勘

定
）
と

も
に

実
績

（
下

図
の

★
印

）
が

将
来

見
通

し
（
棒

グ
ラ

フ
）
を

下
回

っ
て

い
る

。
○

厚
生

年
金

計
で

は
標

準
報

酬
総

額
の

実
績

が
将

来
見

通
し

を
上

回
っ

た
も

の
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

対
応

と
し

て
実

施
し

た
納

付
猶

予
特

例
制

度
に

よ
る

一
時

的
な

影
響

が
考

え
ら

れ
る

。
国

民
年

金
（
国

民
年

金
勘

定
）
で

は
被

保
険

者
数

の
実

績
が

将
来

見
通

し
を

下
回

っ
て

い
る

こ
と

に
よ

る
。
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20253035

20
19

20
20

（兆
円

）
厚

生
年

金
計

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

（
年

度
）

２
４

．
給

付
費

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較
報

告
書

2
4

6
ペ

ー
ジ

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
は

、
厚

生
年

金
計

で
は

実
績

（
下

図
の

★
印

）
が

将
来

見
通

し
（棒

グ
ラ

フ
）
を

下
回

り
、

国
民

年
金

（
国

民
年

金
勘

定
）

【
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

及
び

任
意

加
入

被
保

険
者

に
係

る
付

加
年

金
等

の
国

民

年
金

独
自

の
給

付
に

係
る

も
の

】
で

は
実

績
が

将
来

見
通

し
を

上
回

っ
て

い
る

。

注
．

基
礎

年
金

及
び

基
礎

年
金

に
相
当

す
る

旧
法

の
給

付
を

含
ま

な
い

。

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

1,
0
00

1,
1
00

20
19

20
20

（億
円

）
国

民
年

金
（国

民
年

金
勘

定
）

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

国
民

年
金

第
１

号
被

保
険

者
及

び
任

意
加

入
被

保
険

者
に

係
る

付
加

年
金

等
の

国
民

年
金

独
自

の
給

付
に

係
る

も
の

（
年

度
）

【
】
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２
５

．
基

礎
年

金
拠

出
金

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
は

、
厚

生
年

金
計

で
は

実
績

（
下

図
の

★
印

）
が

将
来

見
通

し
（棒

グ
ラ

フ
）
と

ほ
ぼ

同
水

準
、

国
民

年
金

（
国

民
年

金
勘

定
）
で

は
実

績
が

将
来

見
通

し
を

下
回

っ
て

い
る

。

報
告

書

2
4

7
～

2
4

9
ペ

ー
ジ

510152025

20
19

20
20

（兆
円

）
厚

生
年

金
計

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

（
年

度
）
2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

20
19

20
20

（兆
円

）
国

民
年

金
（国

民
年

金
勘

定
）

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績（年

度
）
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2
0
1
.9

2
0
3
.7

2
0
1
.9

2
0
3
.8

2
01
.9

2
0
3
.6

1
8
9
.2

2
3
3
.1

2
1
6
.1

80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

20
19

20
20

（
兆

円
）

厚
生

年
金

計

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

平
滑

化
後

（
年

度
末

）

２
６

．
積

立
金

の
実

績
と

将
来

見
通

し
と

の
比

較
報

告
書

2
5

2
ペ

ー
ジ

1
1
.4

1
1
.4

1
1
.4

1
1
.4

1
1
.4

1
1
.3

1
0
.9

1
2
.5

1
1
.6

89

10111213

20
19

20
20

（
兆

円
）

国
民

年
金

（
国

民
年

金
勘

定
）

ケ
ー

ス
Ⅰ

ケ
ー

ス
Ⅲ

ケ
ー

ス
Ⅴ

実
績

平
滑

化
後

（
年

度
末

）

○
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
末

は
、

国
内

外
の

株
価

が
大

幅
に

上
昇

し
た

こ
と

に
よ

り
、

厚
生

年
金

計
、

国
民

年
金

（
国

民
年

金
勘

定
）
の

い
ず

れ
も

実
績

（
下

図
の

★
印

）
が

将
来

見
通

し
（
棒

グ
ラ

フ
）
を

上
回

っ
て

い
る

。

○
時

価
評

価
に

よ
る

変
動

を
平

滑
化

し
た

後
※
の

積
立

金
額

（
下

図
の

○
印

、
令

和
２

(2
0
2
0)

年
度

か
ら

算
出

）
に

つ
い

て
も

、
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
末

は
将

来
見

通
し

を
上

回
っ

て
い

る
。

※
時

価
ベ

ー
ス

の
運

用
収

益
と

過
去

の
平

均
収

益
の

差
額

に
つ

い
て

過
去

５
年

度
分

を
平

滑
化

し
て

積
立

金
評

価
に

反
映
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積
立

金
の

乖
離

の
分

析
と

財
政

状
況

の
評

価
（
第

３
章

第
４

、
５

、
６

節
よ

り
抜

粋
）
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２
７

．
積

立
金

の
実

績
と

将
来

見
通

し
の

乖
離

分
析

の
流

れ
報

告
書

2
5

9
～

2
6

1
ペ

ー
ジ

（
A

）

（
B

2
0

1
9
）

（
B

2
0

1
9
－

１
）

（
B

2
0

1
9
－

２
）

（
C

2
0

1
9
－

１
）

（
C

2
0

1
9
）

（
C

2
0

1
9
－

２
）

（
C

2
0

1
9
－

３
）

 令
和

元
(2

0
1
9
)年

度
に

係
る

被
保

険
者

数
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与
（

C
2

0
1

9
－

３
－

１
）

 令
和

元
(2

0
1
9
)年

度
に

係
る

受
給

者
数

が
将

来
見

通
し

と
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

（
C

2
0

1
9
－

３
－

２
）

（
C

2
0

1
9
－

４
）

（
C

2
0

1
9
－

５
）

（
B

2
0

2
0
）

（
B

2
0

2
0
－

１
）

（
B

2
0

2
0
－

２
）

（
C

2
0

2
0
－

１
）

（
C

2
0

2
0
）

（
C

2
0

2
0
－

２
）

（
C

2
0

2
0
－

３
）

 令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
に

係
る

被
保

険
者

数
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与
（

C
2

0
2

0
－

３
－

１
）

 令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
に

係
る

受
給

者
数

が
将

来
見

通
し

と
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

（
C

2
0

2
0
－

３
－

２
）

（
C

2
0

2
0
－

４
）

（
C

2
0

2
0
－

５
）

令 和 ２ ( 2 0 2 0 ) 年 度 末 に お け る 積 立 金 の 将 来 見 通 し か ら の 乖 離

令 和 元 ( 2 0 1 9 ) 年 度 に 係 る 発 生 要 因 の 寄 与
　

令
和

元
(2

0
1
9
)年

度
に

係
る

ス
ラ

イ
ド

調
整

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

そ
の

他
の

要
因

に
よ

る
寄

与

平
成

3
0
(2

0
1
8
)年

度
末

の
実

績
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

　
名

目
運

用
利

回
り

が
　

将
来

見
通

し
と

　
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

実
質

的
な

運
用

利
回

り
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

　
運

用
損

益
を

除
い

た
収

支
残

が
　

将
来

見
通

し
と

　
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

り
保

険
料

収
入

が
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
・
物

価
上

昇
率

が
将

来
見

通
し

と
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
り

給
付

費
等

が
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

　
人

口
要

素
の

実
績

が
　

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
・
物

価
上

昇
率

が
将

来
見

通
し

と
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
り

給
付

費
等

が
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

　
人

口
要

素
の

実
績

が
　

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

ス
ラ

イ
ド

調
整

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

そ
の

他
の

要
因

に
よ

る
寄

与

令 和 ２ ( 2 0 2 0 ) 年 度 に 係 る 発 生 要 因 の 寄 与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

　
名

目
運

用
利

回
り

が
　

将
来

見
通

し
と

　
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

実
質

的
な

運
用

利
回

り
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

る
寄

与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

　
運

用
損

益
を

除
い

た
収

支
残

が
　

将
来

見
通

し
と

　
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与

　
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
に

係
る

賃
金

上
昇

率
が

将
来

見
通

し
と

乖
離

し
た

こ
と

に
よ

り
保

険
料

収
入

が
乖

離
し

た
こ

と
に

よ
る

寄
与
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２
８

．
積

立
金

の
実

績
と

将
来

見
通

し
の

発
生

年
度

ご
と

の
乖

離
状

況

注
ケ

ー
ス
Ⅰ

、
ケ

ー
ス
Ⅴ

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
結

果
と

な
る

。

厚
生

年
金

計
及

び
国

民
年

金
（
国

民
年

金
勘

定
）
の

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
末

積
立

金
は

、
実

績
が

将
来

見
通

し
を

上
回

っ
て

い
る

が
、

こ
れ

は
、

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
に

係
る

発
生

要
因

の
寄

与
計

が
令

和
元

(2
0
1
9
)年

度
に

係
る

発
生

要
因

の
マ

イ
ナ

ス
の

寄
与

計
を

上
回

っ
て

プ
ラ

ス
に

な
っ

て
い

る
こ

と
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

報
告

書

2
6

2
～

2
6

7
ペ

ー
ジ

2
9
.3
7

0
.2
1

△
1
5
.8
0

4
4
.9
5

△
20

△
1001020304050

令
和

元
(2
0
1
9
)年

度
末

の

将
来

見
通

し

か
ら

の
乖

離

平
成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

積
立

金
の

乖
離

分

令
和

元
(2
0
1
9
)年

度
の

発
生

要
因

の

寄
与

計

令
和

２
(2
0
2
0
)年

度
の

発
生

要
因

の

寄
与

計

（
兆

円
）

厚
生

年
金

計
〈

ケ
ー

ス
Ⅲ

〉

1
.1
0

0
.0
4

△
0
.6
6

1
.7
2

△
1.
0

△
0.
50

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

令
和

元
(2
0
1
9
)年

度
末

の

将
来

見
通

し

か
ら

の
乖

離

平
成
3
0
(2
0
1
8
)年

度
末

積
立

金
の

乖
離

分

令
和

元
(2
0
1
9
)年

度
の

発
生

要
因

の

寄
与

計

令
和

２
(2
0
2
0
)年

度
の

発
生

要
因

の

寄
与

計

（
兆

円
）

国
民

年
金

（国
民

年
金

勘
定

）
〈

ケ
ー

ス
Ⅲ

〉
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２
９

．
積

立
金

の
乖

離
分

析
の

結
果

（
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
発

生
分

・
厚

生
年

金
計

）

注
積

立
金

の
乖

離
を

要
因

別
に

取
り

出
し

て
集

約
し

、
ケ

ー
ス
Ⅰ

、
ケ

ー
ス
Ⅲ

、
ケ

ー
ス
Ⅴ

の
う

ち
の

最
大

値
及

び
最

小
値

を
表

示
し

た
も

の
で

あ
る

。

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
に

生
じ

た
厚

生
年

金
計

の
積

立
金

の
乖

離
（4

4
.9

5～
45

.0
7兆

円
）は

、
主

と
し

て
国

内
外

の
株

価
が

大
幅

に
上

昇
し

た
こ

と
に

よ
る

名
目

運
用

利
回

り
の

乖
離

（
43

.4
0
～

4
3.

4
1兆

円
）
に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

報
告

書
2

6
3
、

2
6

8
ペ

ー
ジ

厚
生

年
金

計

（
収

入
項

目
）

（
支

出
項

目
）

名
目

運
用

利
回

り
（
B

2
0
2
0
）

１
．

７
％

→
２

３
．

９
０

％
運

用
損

益
　

　
４

３
．

４
０

～
４

３
．

４
１

兆
円

賃
金

上
昇

率
（
C

2
0
2
0
－

１
）

１
．

２
％

→
△

０
．

５
２

％
保

険
料

収
入

  
  
  
  

　
　
△
０
．
６
３
兆
円

年
金

改
定

率
（
C

2
0
2
0
－

２
）

０
．

５
％

→
０

．
３

％
給

付
費

　
　

０
．
０
８
兆
円

被
保

険
者

数
（
C

2
0
2
0
－

３
－

１
）

４
４

．
２

～
４

４
．

４
百

万
人

→
４

５
．

３
百

万
人

０
．
７
４
～
　
０
．
８
９
兆
円

受
給

者
数

（
C

2
0
2
0
－

３
－

２
）

４
１

．
１

百
万

人
→

４
０

．
５

百
万

人
給

付
費

　
　

　
０
．
４
１
兆
円

ス
ラ

イ
ド

調
整

率
（
C

2
0
2
0
－

４
）

△
０

．
２

％
→

△
０

．
１

％
給

付
費

　
　

△
０
．
０
４
兆
円

そ
の

他
（
C

2
0
2
0
－

５
）

０
．
９
７
～
１
．
０
２
兆
円

積
立

金
へ

の
影

響
乖

離
の

発
生

要
因

合
計

　
４

４
．

９
５

～
４

５
．

０
７

兆
円

保
険

料
収

入
  
  
  
  

　
　

基
礎

年
金

　
　

　
拠

出
金
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３
０

．
積

立
金

の
乖

離
分

析
の

結
果

（
令

和
２

(2
0
2
0
)年

度
発

生
分

・
国

民
年

金
）

注
積

立
金

の
乖

離
を

要
因

別
に

取
り

出
し

て
集

約
し

、
ケ

ー
ス
Ⅰ

、
ケ

ー
ス
Ⅲ

、
ケ

ー
ス
Ⅴ

の
う

ち
の

最
大

値
及

び
最

小
値

を
表

示
し

た
も

の
で

あ
る

。

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
に

生
じ

た
国

民
年

金
の

積
立

金
の

乖
離

（1
.7

2兆
円

）
は

、
主

と
し

て
国

内
外

の
株

価
が

大
幅

に
上

昇
し

た
こ

と
に

よ
る

名
目

運
用

利
回

り
の

乖
離

（1
.9

6
兆

円
）に

よ
る

も
の

で
あ

る
。

報
告

書
2

6
3
、

2
6

8
ペ

ー
ジ

国
民

年
金

（
収

入
項

目
）

（
支

出
項

目
）

名
目

運
用

利
回

り
（
B

2
0
2
0
）

１
．

７
％

→
２

４
．

３
９

％
運

用
損

益
　

　
　

　
１

．
９

６
兆

円

賃
金

上
昇

率
（
C

2
0
2
0
－

１
）

１
．

２
％

→
△

０
．

５
２

％
保

険
料

収
入

  
  
  
  

　
　
　
－

年
金

改
定

率
（
C

2
0
2
0
－

２
）

０
．

５
→

０
．

３
％

給
付

費
　

　
　
　
　
０
．
０
０

兆
円

被
保

険
者

数
（
C

2
0
2
0
－

３
－

１
）

１
４

．
４

～
１

４
．

５
百

万
人

→
１

４
．

３
百

万
人

　
　
△
０
．
０
１

兆
円

受
給

者
数

（
基

礎
年

金
）
（
C

2
0
2
0
－

３
－

２
）

３
６

．
２

百
万

人
→

３
６

．
２

百
万

人
給

付
費

　
　

　
　
△
０
．
０
０

兆
円

ス
ラ

イ
ド

調
整

率
（
C

2
0
2
0
－

４
）

△
０

．
２

％
→

△
０

．
１

％
給

付
費

　
　

　
　
△
０
．
０
０

兆
円

そ
の

他
（
C

2
0
2
0
－

５
）

　
　
△
０
．
２
４

兆
円

積
立

金
へ

の
影

響
乖

離
の

発
生

要
因

合
計

　
１

．
７

２
兆

円

　
　

基
礎

年
金

　
　

　
拠

出
金

保
険

料
収

入
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３
１

．
厚

生
年

金
の

財
政

状
況

の
評

価
報

告
書

2
6

9
～

2
7

6
ペ

ー
ジ

令
和

２
(2

0
2
0
)年

度
末

に
お

け
る

厚
生

年
金

の
財

政
状

況
に

つ
い

て
、

財
政

検
証

の
ケ

ー
ス

Ⅰ
、

ケ
ー

ス
Ⅲ

及
び

ケ
ー

ス
Ⅴ

並
び

に
法

改
正

後
の

ケ
ー

ス
Ⅲ

及
び

ケ
ー

ス
Ⅴ

で
分

析
を

行
っ

た
結

果
、

積
立

金
の

実
績

と
「評

価
の

基

準
と

な
る

積
立

金
額

（
推

計
値

）」
の

差
額

は
財

源
（積

立
金

及
び

将
来

の
保

険
料

収
入

）と
の

対
比

で
プ

ラ
ス

1
.6

～

プ
ラ

ス
1
.8

％
と

な
っ

て
い

る
（
時

価
評

価
に

よ
る

変
動

を
平

滑
化

し
た

場
合

に
は

プ
ラ

ス
0
.7

～
0.

8％
）。

※
「
評

価
の

基
準

と
な

る
積

立
金

額
(推

計
値

)」
と

は
、

積
立

金
の

将
来

見
通

し
を

賃
金

上
昇

率
及

び
物

価
上

昇
率

の
実

績
と

財
政

検
証

に
お

け
る

前
提

と
の

乖
離

に
対

応
す

る
分

だ
け

補
正

し
た

も
の

で
あ

る
。

20
3.

8 
20

2.
0 

1,
61

3.
5 

1,
57

8.
3 

1,
81

7.
3 

1,
78

0.
2 

1,
81

1.
4 

1,
79

4.
4 

-0
.5

5
0.

45
1.

45
2.

45
3.

45
4.

45

020
0

40
0

60
0

80
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,
00

0

1,
20

0

1,
40

0

1,
60

0

1,
80

0

2,
00

0

令
和

元
(2

01
9)

年

財
政

検
証

に
お

け
る

将
来

見
通

し

令
和

２
(2

02
0)

年
度

末
の

評
価

基
準

（兆
円

）

保
険

料

収
入

現
価

積
立

金

【
ケ
ー
ス
Ⅲ
（
財
政
検
証
）

】
（
例
）

保
険

料
収

入
現

価

積
立

金

財
源

1,
57

8.
3

23
3.

1
実

績
★

補
正

賃
金

上
昇

率
の

違
い

を
補

正

賃
金

上
昇

率
・物

価
上

昇
率

の

違
い

を
補

正

保
険

料
収

入
現

価
1,

57
8.

3

積
立

金
21

6.
1

実
績

（平
滑

化
後

）○

ケ
ー

ス
Ⅰ

（
財
政
検
証
）

ケ
ー

ス
Ⅲ

（
財
政
検
証
）

ケ
ー

ス
Ⅴ

（
財
政
検
証
）

ケ
ー

ス
Ⅲ

（
法
改
正
後
）

ケ
ー

ス
Ⅴ

（
法
改
正
後
）

兆
円

兆
円

兆
円

兆
円

兆
円

23
3.

1 
23

3.
1 

23
3.

1 
23

3.
1 

23
3.

1 

[2
16

.1
]

[2
16

.1
]

[2
16

.1
]

[2
16

.1
]

[2
16

.1
]

評
価

の
基

準
と

な
る

積
立

金
（推

計
値

）
②

20
2.

0 
20

2.
0 

20
1.

7 
20

2.
0 

20
1.

7 

31
.1

 
31

.2
 

31
.4

 
31

.2
 

31
.4

 

[1
4.

1]
[1

4.
2]

[1
4.

4]
[1

4.
2]

[1
4.

4]

財
源

　
積

立
金

及
び

　
将

来
の

保
険

料
収

入
④

1,
89

5.
1 

1,
78

0.
2 

1,
77

4.
0 

1,
79

2.
3 

1,
78

4.
2 

％
％

％
％

％

1.
6 

1.
7 

1.
8 

1.
7 

1.
8 

[0
.7

]
[0

.8
]

[0
.8

]
[0

.8
]

[0
.8

]

注
　

[　
]は

、
時

価
評

価
に

よ
る

変
動

を
平

滑
化

し
た

後
の

も
の

で
あ

る
。

積
立

金
の

実
績

①

積
立

金
の

実
績

と
評

価
の

基
準

と
な

る
積

立
金

額
（推

計
値

）の
差

③
＝

①
－

②

財
源

（積
立

金
及

び
将

来
の

保
険

料
収

入
）に

対
す

る
積

立
金

の
実

績
と

評
価

の
基

準
と

な
る

積
立

金
額

（推
計

値
）の

差
の

比
率

③
／

④
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３
２

．
公

的
年

金
の

財
政

状
況

の
評

価
報

告
書

2
7

7
ペ

ー
ジ

○
国

民
年

金
第

１
号

被
保

険
者

が
減

少
し

厚
生

年
金

被
保

険
者

と
な

る
傾

向
が

財

政
検

証
の

見
通

し
を

上
回

っ
て

進
ん

で
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
が

、
こ

う
し

た
こ

と

が
今

後
も

起
こ

れ
ば

国
民

年
金

の
持

続
可

能
性

を
高

め
、

基
礎

年
金

の
給

付
水

準

の
低

下
抑

制
に

寄
与

す
る

可
能

性
も

あ
る

。

○
令

和
元

(2
01

9)
、

令
和

２
(2

02
0)

年
の

合
計

特
殊

出
生

率
は

、
平

成
2
9(

2
0
1
7
)年

人
口

推
計

に
お

け
る

出
生

中
位

と
出

生
低

位
の

仮
定

値
の

中
間

に
位

置
し

て
い

る

こ
と

が
確

認
さ

れ
、

令
和

２
(2

02
0)

年
度

の
保

険
料

収
入

は
将

来
見

通
し

を
下

回
る

水
準

で
あ

っ
た

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

。

こ
れ

ら
の

将
来

見
通

し
か

ら
の

乖
離

が
、

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

等
の

影

響
も

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

一
時

的
に

発
生

し
た

も
の

で
は

な
く
中

長
期

的
に

続
い

た

場
合

に
は

、
年

金
財

政
に

与
え

る
影

響
は

大
き

な
も

の
と

な
る

。

○
年

金
財

政
の

観
点

か
ら

は
、

人
口

要
素

、
経

済
要

素
等

い
ず

れ
も

短
期

的
な

動

向
に

と
ら

わ
れ

る
こ

と
な

く
、

長
期

的
な

観
点

か
ら

財
政

状
況

の
動

向
を

注
視

す
べ

き
で

あ
る

。



概要                                             

 - 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎
年

度
の

決
算

決
算

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

公
的

年
金

財
政

状
況

報
告

・

公
的

年
金

各
制

度
（
・各

実
施

機
関

）
に

お
い

て
実

施

決
算

状
況

の
確

認
財

政
検

証
と

の
比

較

年 金 数 理 部 会
各

制
度

・
実

施
機

関
の

財
政

状
況

を
専

門
的

な
観

点
か

ら
横

断
的

に
分

析
・評

価
実

績
の

動
向

と
そ

の
背

景
を

明
ら

か
に

し
、

令
和

元
(2

01
9)

年
財

政
検

証
と

の
比

較
に

よ
り

厚
生

年
金

全
体

及
び

各
制

度
の

財
政

状
況

を
分

析
・
評

価

財
政

検
証

結
果

・
手

法
等

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

財
政

検
証

に
基

づ
く
公

的
年

金
制

度
の

財
政

検
証

（
ピ

ア
レ

ビ
ュ

ー
）

財
政

検
証

の
結

果
、

推
計

の
基

礎
デ

ー
タ

の
取

扱
い

、
推

計
手

法
等

の
確

認

推
計

の
基

礎
デ

ー
タ

・
推

計
手

法
の

分
析

・
検

証
推

計
結

果
の

分
析

の
あ

り
方

の
検

証
制

度
の

安
定

性
・
公

平
性

の
観

点
か

ら
の

財
政

検
証

の
分

析
・
検

証
今

後
の

財
政

検
証

へ
の

提
言

社
会

保
障

審
議

会
年

金
数

理
部

会
に

つ
い

て

・
公

的
年

金
制

度
の

一
元

化
の

推
進

に
係

る
閣

議
決

定
（
平

成
1
3
(2

0
0
1)

年
）
の

要
請

を
踏

ま
え

、
「
各

被
用

者
年

金
制

度
の

安
定

性
及

び
公

平
性

の
確

保
に

関
し

、
財

政
再

計
算

時
に

お
け

る
検

証
及

び
毎

年
度

の
報

告
を

求
め

る
こ

と
」
な

ど
を

審
議

内
容

と
す

る
部

会
と

し
て

社
会

保
障

審
議

会
に

設
置

。

閣
議

決
定

「
公

的
年

金
制

度
の

一
元

化
の

推
進

に
つ

い
て

」
（
平

成
1
3
(2

00
1)

年
）

社
会
保
障

審
議
会

に
年

金
数
理

に
関
す

る
専
門

的
な
知

識
、
経
験
を

有
す
る

者
等

か
ら
構

成
さ
れ

る
部
会

を
設
け

、
当
該
部
会

に
お
い

て
被

用
者
年

金
制
度

の
安

定
性

、
公

平
性

の
確

保
に

関
し

、
財

政
再

計
算

時
に

お
け

る
検

証
の

ほ
か

、
毎

年
度

の
報

告
を

求
め

る
こ

と
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

社
会

保
障

審
議

会
年

金
数

理
部

会

・
平

成
2
7
(2

0
1
5
)年

1
0月

に
被

用
者

年
金

制
度

が
一

元
化

さ
れ

た
後

も
、

制
度

の
安

定
性

の
確

保
の

観
点

か
ら

財
政

検
証

結
果

及
び

各
年

度
の

決
算

の
報

告
を

求
め

審
議

。

（
参

考
資

料
）


